
 

 

 

 

 

 

い じ め に 関 す る 現 状 と 課 題 

○本校では、いじめにつながるような人権意識の低い言動をとる生徒は少なくない。また、携帯電話等のＳＮＳへの書き込みに起因する生徒間トラブルも増加傾向にある。生

徒の携帯電話等の所持率は年々増加傾向にあり、その実態についてはアンケート等で把握するよう努めている。現在生徒指導委員会を中心にいじめ問題への対応を行っている

が、未然防止の取組を今以上に推進するためには、教育相談等の分掌とも連携し学校全体で取組を行う必要がある。また、いじめの早期発見、適切な対応・対処のために校内

研修を充実させることも必要である。 

 

い じ め 問 題 へ の 対 策 の 基 本 的 な 考 え 方 

○いじめ対策委員会を設置する。委員会は生徒指導委員会のメンバーにスクールカウンセラーの参加も得て、より効果的ないじめ問題の解決が図れるようにする。携帯電話等

によるＳＮＳの普及にともない、情報モラルに関する生徒への教育や保護者への啓発及び協力を仰いでいく。 

○学校の教育活動全体を通じ、全ての生徒に「いじめは、人権を侵害する決して許されない行為である」ことの理解を促し、全ての生徒が安心して学習や学級活動に取り組め

るように、学習規律や生活規律が定着する学校づくりを進める。 

○教育相談コーディネーターとの連携を密にし、いじめの早期発見のためのアンケートを教育相談週間に合わせて実施するなどの工夫を図るとともに、得られた情報は教職員

間での共有を図る。アンケートは、生活アンケートを毎月実施する。（教育相談実施時は、教育相談アンケート。長期休暇明けは、夏休み(冬休み)明けアンケートをもってこれ

に代える。） 

＜重点となる取組＞ 

○心のアンケートや教育相談等による、いじめの早期発見、未然防止。 

○生徒のインターネット利用状況を踏まえ、各学年で情報モラルに関する特設授業を計画、実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学  校  が  実  施  す  る  取  組 

①

い

じ

め

の

防

止 

（１）学び合い、認め合える学習環境と集団形成に努める。（学習規律・生活規律の確立） 

（２）自己有用感や居場所づくりを育む機会の設定と集団づくりに努める。 

（３）生徒の自治的活動を大切にし、認め合う集団づくりに努める 

（４）道徳教育を通して、他を思いやる心の育成に努める。 

（５）いじめ防止啓発に関する授業や活動を行う。 

（６）常にいじめ防止や人間関係づくりに留意した教育実践を心がけ・研修・研鑽に努める。 

（７）生徒がいじめ問題を自分のこととして捉え、いじめと正面から向き合うことができるよう、道徳教育、人権教育及び体験活動等の充実を図る。 

 

②

早

期

発

見 

（１）日頃の生徒理解・観察に心がける。 

（２）定期的な教育相談の実施や心のアンケート等による全校生徒の実態把握。 

（３）教職員間の情報交換を密にし、報告・相談・連絡を大切にする。 

（４）けんかやふざけ合いであっても、背景にある事情の調査を行い、いじめに該当するか否かを判断する。 

（５）保護者や生徒から相談を受けやすい環境をつくる。 

（６）週に１回、生徒指導委員会で情報共有する。 

 

③

い

じ

め

へ

の

対

処 

（１）いじめの通報を受けたり、その可能性が明らかになったりするなど、発覚事案に対して事実関係の確認を行う。 

（２）発覚事案に対処するために、校内いじめ対策委員会を開催する。 

（３）いじめがあったと確認された場合は、被害生徒を守る観点から、本人及び保護者と相談して早期の安全な生活回復に努める。 

（４）いじめた生徒に対して、適切かつ毅然とした対処を行うとともに、保護者の協力を得ながら、健全な人間関係を育むことができるよう指導を行う。 

（５）校内いじめ対策委員会では、教職員間の情報共有のもと、再発防止に向けての組織的な対応、指導を立案する。 

（６）再発防止に向けた意図的・計画的な指導・活動を展開する。 

（７）ネットいじめや犯罪行為等の重大な事案の場合は積極的に関係機関との連携を密にして対応する。 

（８）いじめ解消の定義 

   ①いじめに係る行為が止んでいること 

     被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が少なくとも 3ヶ月続いている。 

   ②被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

     被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。 

 

鏡 野 町 立 鏡 野 中 学 校 い じ め 防 止 基 本 方 針 

                                                                    令和８年４月 改定 

保護者・地域との連携 

＜連携の内容＞ 

○学校のいじめ防止基本方針を学校のホームページで公

開する。 

○学校運営協議会等と連携を図り、生徒の校外での情報

提供を依頼し情報を共有し、いじめの早期発見に努める。 

○インターネット上におけるいじめ問題や携帯電話、ス

マートフォン等の正しい使用の仕方についての啓発のた

めＰＴＡ対象の講演会や研修会に参加し、PTA理事会に

て情報を共有し、トラブルの未然防止を図る。 

○学校や町が主催する人権啓発に関わる講習会や研修会

への参加を促し、人権意識の向上を図る。 

○学校連絡ツールにいじめ問題等の相談窓口や教育相談

の窓口等の紹介を掲載し活用を促す。相談窓口は、教育

相談担当とする。 
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全 教 職 員 
 

 

 

 

関係機関等との連携 

＜連携機関名＞ 

○岡山県教育委員会・鏡野町教育委員会 

＜連携の内容＞ 

○ネットパトロールによる監視、保護者支援の

ための専門スタッフの派遣 

＜学校の窓口＞ 

○生徒指導主事、教頭 
 

 

 

 

 

＜連携機関名＞ 

○津山警察署・生活安全課 

○津山児童相談所・少年サポートセンター 

＜連携の内容＞ 

○非行防止教室の開催や定期的な情報交換、連

絡会議等の開催 

＜学校側の窓口＞ 

○生徒指導主事 

 

い じ め 対 策 委 員 会 

＜対策委員会の役割＞ 

○基本方針に基づく取組の実施、年間計画の作成、実

施、検証、修正の中心、いじめ相談窓口、いじめへの

対応。 

＜対策委員会の開催時期＞ 

○年３回行う。また、必要に応じて開催する。    

○週に１回生徒指導委員会を行う。（情報交換を含む） 

（校長・教頭・教務・生徒指導主事・各学年生徒指導

担当・養護教諭・特別支援教育コーディネーター） 

＜対策委員会の内容伝達＞ 

○委員会開催直後の職員会議で伝達・周知。緊急の場

合は職員朝礼などで報告。 

（職員会議招集の場合もある） 

＜構成メンバー＞ 

○校外 

教育委員会代表・学校運営協議会委員 

○校内 

校長・教頭・教務・生徒指導主事 

 

 


